
◆決算書＝事業の成績表を分析してますか?
決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合

は暦年決算なので、１～２月頃には前年の成績表ができ
ているでしょう。決算書をどう見ていますか。単に前年
より増えた減っただけで終わっていませんか。
もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比

べ、自社の強みと弱みをしっかりと認識するところまで、
決算成績表を活用してみませんか。

◆自業種での適正な原価率・人件費率等は?
飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件

費」の「売上高」に占める割合を「FL比率:F＝Food、
L＝Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60％以
下といわれています。FL以外の経費（店舗家賃、水道
光熱費、機器のリース料など）が30％超えることが多
いため、FL比率が70％を超えてくると、利益がほとん
ど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲
食店経営においては、FL比率を常に把握し、改善をし
てゆくことが、経営を安定させることにつながります。

◆利益増は売上増か経費の削減
利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その

両方かということになります。

売上＝客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価
を増やすには、どんな方法がありそうですか。座席数を
増やせないか、回転率を上げられないか、客単価を増や
すには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデア
がいくつか出てくるでしょう。
経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れ

につながるので、ムダがないかの検証が必要です。同じ
食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなっていません
か。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといっ
て近所のお店で一般消費者と同じ値段で購入などしてい
ませんか。食材ロスの減少はできそうですか。また、常
連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっ
ていませんか。こうしたものがあれば即見直しが必要で
す。
人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。

効率的な動き方の業務マニュアルの作成などでムダな人
件費の発生の抑制も目指しましょう。
数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの

利益が残るような成果につなげてください。
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いつもお世話になっております。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



2025年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮
に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申
告＜消費税・地方消費税＞
●8月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算
法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を
除く法人の1月ごとの中間申告（12月決算法人は2ヶ月
分）＜消費税・地方消費税＞

○軽自動車税(種別割)の納付（4月中において市町村の
条例で定める日）
○固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付（4月中に
おいて市町村の条例で定める日）
○固定資産課税台帳の縦覧期間（4月1日から20日又は
最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日ま
での期間）
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出（市町村
が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税
通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間
等）

◆離職者に直接送付マイナポータルサービス
令和7年1月20日から離職者に直接に離職票が送られるサービスが始まります。
離職票が使われる場面では雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付（基本手当等）を受給するための書類です。離

職票はハローワークから事業所を通して離職者に送られます。令和７年１月20日より希望する離職者のマイナポータル
に直接送付することができるようになりました。離職者がハローワークで求職の申し込みをするには、事業者から離職
票が届くまで1週間から10日ほど待つことになっていましたが、新サービスを使えばその期間は短縮されます。事業所
も離職票を送る手間が省けます。

◆離職票が送付されるまでの流れ
現在は事業所が雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると離職証明書は3枚複写で、そのうち

事業主控えと本人宛離職票を事業所に郵送または電子送付しています。事業所は資格喪失届と離職証明書をハローワー
クに電子申請するとハローワークは離職証明書の事業主控えを事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータル
に直接送付します。

◆離職票をマイナポータルに直接送付
事業所が離職者のマイナポータルに直接送付してもらうには手続きが必要です。まず被保険者に向けたリーフレット

を使って周知する必要があります。ただしこのサービスは離職者の任意の利用ですのでその点は留意しておきましょう。

①被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらい、登録されてい
ない場合は事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しマイナンバーを登録してください。平成28年1
月からマイナンバー登録が義務化されたので、それ以前に資格取得していた人は登録されていないかもしれません。
②被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合は被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との
連携設定を行ってもらいます。①、②は資格喪失提出の2週間前までに行ってください。
③雇用保険の離職手続きを電子申請で行わず紙様式で行った場合は従来どおりの事業所経由の郵送になります。

離職票を離職者のマイナポータルに送付



◆個人の携帯電話を仕事利用してませんか?
従業員個人の携帯電話を業務に使わせたり、利用することを容認せざるを得なかったりといったケースは少なくあり

ません。“法人契約だと高くつくし、利用料としていくばくかの手当を払っているので良しとしよう”といった理由でこ
れまで過ごしてきたという状況ではなかったでしょうか。

◆業務使用部分の経費化と精算方法
個人携帯の使用料を会社が負担し、会社の経費とするためには、通話明細書等により確認された業務のための通話に

係る料金を従業員が明示し、それを企業が従業員に支給すれば従業員に対する給与として課税する必要はありません。
また、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、国税庁が例示している所定の算式により算出
したものを、業務のための通話に係る料金として差し支えありません。
が、しかし、現実的には、通話明細を開示して業務用だけ抽出して提示することを忌避されたり、毎月計算すること

が面倒だったりとして使いづらい精算方法です。一定の金額を通話料手当として給与課税としてしまっているケースが
多いのではないでしょうか。

◆個人情報保護・事業情報漏洩防止のために
経費問題をクリアしたとしても、コンプライアンスの観点や情報漏洩のリスク、個人情報の保護などから問題なしと

言えるでしょうか。
個人の携帯電話には従業員の個人情報やプライベートな通信記録などの保護されるべき情報が詰まっています。逆に、

業務上の企業の機密情報が個人携帯から漏洩してしまうリスクもあります。従業員が退職して機密情報を持ったままラ
イバル企業に就職してしまうこともないとは言えません。また、業務の電話が個人の勤務時間外でもつながる状況にあ
ると労働時間の問題も惹起しかねません。
個人携帯と会社携帯２台持ちになると荷物になるし充電も倍になるから面倒だという意見もあります。しかしながら、

会社契約で、セキュリティ対策も万全にし、Web閲覧の制限でウイルス感染を防ぎ、会社が情報を管理でき、仕事とプ
ライベートを切り離すことができて、かつ、経費算入の問題もすっきりする法人契約の携帯電話利用にそろそろ切り替
えるべき時期になってきているのではないでしょうか。

従業員個人の携帯電話を業務利用している場合の諸問題

令和６年分の確定申告

所得税及び復興特別所得税 振替日（振替納税利用の場合）令和７年４月２３日（水）

消費税及び地方消費税 〃 令和７年４月３０日（水）


